
Ａ．雇用維持関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

１ 休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持
する

12

Ｂ．再就職支援関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

Ⅰ 再就職支援コース 離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業
紹介事業者に委託等して行う

19

Ⅱ 早期雇入れ支援コース
離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる 27

Ⅲ 中途採用拡大コース 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用
者の採用を拡大し、生産性を向上させる

33

C．雇入れ関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

Ⅰ 特定就職困難者コース 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を
雇い入れる

38

Ⅱ 生涯現役コース
65歳以上の高年齢者を雇い入れる 44

Ⅲ 被災者雇用開発コース
震災により離職した求職者を雇い入れる 48

Ⅳ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる 53

Ⅴ 三年以内既卒者等採用定着コース 学校等の既卒者・中退者又は高校中退者を、求人の申
込み等により新たに雇い入れる

60

Ⅵ 障害者初回雇用コース
障害者を初めて雇い入れる 64

Ⅶ 長期不安定雇用者雇用開発コース 長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を正規雇用労働
者として雇い入れる

67

Ⅷ 生活保護受給者等雇用開発コース 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生
活保護受給者等

71

Ⅰ 一般トライアルコース 安定就業を希望する未経験者等を試行的に雇い入れ
る

78

Ⅱ 障害者トライアルコース
障害者を試行的・段階的に雇い入れる 84

Ⅲ 障害者短時間トライアルコース 短時間労働の精神障害者・発達障害者を試行的・段階
的に雇い入れる

84

Ⅳ 若年・女性建設労働者トライアルコース 建設業の中小事業主が若年者または女性を建設技能
労働者等として試行雇用する

91

Ⅰ 地域雇用開発コース 雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置整備して
労働者を雇い入れる

94

Ⅱ 沖縄若年者雇用促進コース 沖縄県内で事業所を設置整備して35歳未満の若年者
を雇い入れる

105

D．起業支援関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

６
起業により中高年齢者等を雇い入れる 111

E．雇用環境整備等関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

Ⅰ 障害者職場定着支援コース 障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟
な働き方の工夫等の措置を講じる

119

Ⅱ 障害者職場適応援助コース
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援を実施する 132

Ⅲ 障害や傷病治療と仕事の両立支援コース 労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両
立させるための制度を導入する

141

Ⅳ 中小企業障害者多数雇用施設設置等コース 施設整備をして障害者を５人以上雇い入れる 147

８ 障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作
業施設等を設置・整備する

153

９ 障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・
整備する

156

１０ 障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置ま
たは委嘱する

158

１１
障害者の通勤を容易にするための措置を実施する 164

１２ 重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等
を実施する

171

雇用関係助成金一覧

雇用調整助成金

３

- ２ -

障害者介助等助成金※★

重度障害者等通勤対策助成金※★

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金※★

障害者福祉施設設置等助成金※★

障害者作業施設設置等助成金※★

特定求職者雇用開発助成金
☆

労働移動支援助成金２

トライアル雇用助成金４

障害者雇用安定助成金７

５ 地域雇用開発助成金

生涯現役起業支援助成金



Ⅰ 雇用管理制度助成コース
評価・処遇制度や研修制度を整備する 173

Ⅱ 介護福祉機器助成コース
介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う 178

Ⅲ 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
介護・保育労働者のために賃金制度の整備を行う 183

Ⅳ 中小企業団体助成コース 中小企業者のために人材確保や労働者の職場定着を
支援する事業を行う

188

Ⅴ 人事評価改善等助成コース 人事評価制度と賃金制度を整備し、生産性向上、賃金
アップ、離職率を低下させる

190

Ⅵ 設備改善等支援コース 設備等への投資を通じて、生産性向上、雇用管理改善
（賃金アップ）を行う

196

Ⅶ 雇用管理制度助成コース（建設分野） 建設業の中小事業主が雇用管理改善制度の導入・実
施を通じて従業員の入職を実施する

204

Ⅷ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
（建設分野）

建設業の事業主または事業主団体が若年及び女性労
働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施
する

206

Ⅸ 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野） 建設業の中小事業主が被災三県に所在する作業員宿
舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する

210

１４
季節労働者を通年雇用する 212

Ⅰ ６５歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ等を実施する 217

Ⅱ 高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する 220

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用への転換を実施する 224

Ⅰ 正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇
用する

228

Ⅱ 賃金規定等改定コース 有期契約労働者等の賃金規定等の増額改定により賃
金の引上げを実施する

233

Ⅲ 健康診断制度コース 有期契約労働者等に法定外の健康診断制度を導入す
る

236

Ⅳ 賃金規定等共通化コース
正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入する 239

Ⅴ 諸手当制度共通化コース
正規雇用労働者と共通の諸手当制度を導入する 242

Ⅵ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 500人以下の企業で社会保険の適用拡大を実施し、短
時間労働者を新たに社会保険に加入させると同時に賃
金引上げを実施する

246

Ⅶ 短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の所定労働時間を延長すると同時に社
会保険に加入させる

249

F．両立支援等関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

Ⅰ 出生時両立支援コース 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやす
い職場環境整備を行い、男性に育児休業等を取得さ
せる

252

Ⅱ 介護離職防止支援コース 仕事と介護の両立支援に関する取組を行い、介護休業
や介護のための勤務制限制度を利用させる

256

Ⅲ 育児休業等支援コース 育休復帰支援プランを作成し、労働者に育児休業取
得・職場復帰させる、育児休業代替要員を確保する、ま
たは子の看護休暇等の制度を導入し、利用させる

260

Ⅳ 再雇用者評価処遇コース 育児・介護を理由とした退職者の復職支援の取組を行
い、希望者を再雇用する

266

Ⅴ 女性活躍加速化コース 女性活躍推進のための行動計画に基づいた取組目標
又は数値目標を達成する

270

Ⅵ 事業所内保育施設コース
事業所内保育施設を設置・運営・増築する 274

G．人材開発関係の助成金 <助成の対象となる措置> <ﾍﾟｰｼﾞ>

Ⅰ 特定訓練コース OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者に対する訓
練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い
１０時間以上の訓練を行う

275

Ⅱ 一般訓練コース 職務に関連した知識・技能を習得させるための２０時間
以上の訓練を行う

282

Ⅲ 教育訓練休暇付与コース 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇
を利用して自発的に訓練を受ける

285

Ⅳ 特別育成訓練コース 有期契約労働者等に対して職業訓練（一般職業訓練、
有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練）を行う

288

Ⅴ 建設労働者認定訓練コース 建設業の中小事業主または中小事業主団体が認定訓
練を実施または建設労働者に受講させる

294

Ⅵ 建設労働者技能実習コース 建設業の事業主または事業主団体が建設労働者に技
能実習を受講させる

296

Ⅶ 障害者職業能力開発コース
障害者に対して職業能力開発訓練事業を行う 299

（注1）　

（注2）　

（注3）　

通年雇用助成金

人材確保等支援助成金１３

助成金の財源は事業主拠出の雇用保険二事業です。ただし、★が付されたものは障害者雇用納付金制度、☆が付されたものは、財源の一部が一般会計です。

本パンフレットの内容は平成３０年４月１日現在のものです。

- ３ -

１５ ６５歳超雇用推進助成金※

１７ 両立支援等助成金

１６ キャリアアップ助成金

人材開発支援助成金

お問い合わせ先は、都道府県労働局(一部ハローワークでも受け付けるものがあります）。ただし、※印が付されたものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 都
道府県支部高齢・障害者業務課等です。

１８


